
シニア情報
高齢者向けの教室や介護・医療

に関する情報をお届けします。

認知症総合支援事業「オレンジ・カフェ茅野」

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

申込方法

申込 ・問

12月13日 （月）　１４時３０分～１５時３０分

ウエルシア薬局　茅野米沢店

▲トレーニング実践　お役立ち講座の様子

『認知症予防の食事と口腔ケア』 をテーマに
お話があります。

認知症の方やその家族、 支援する方

８名 （申込先着順）

無料

12 月１日 （水） から電話にてお申し込みく

ださい。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）

地区運動教室事業

「トレーニング実践　お役立ち講座」

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

申込方法

申込 ・問

令和４年１月５日（水）～３月３０日（水）までの

毎週水曜　10時30分〜11時30分

ちの地区コミュニティセンター

日常生活でトレーニングを自主的に続け、

体力や健康を維持していただくことに役立

つ講座

※過去に同講座に参加された方は、 定員に満たない

　 場合のみ参加対象になります。

市内在住の６５歳以上の方

10 名 （申込多数の場合は抽選）

無料

１２月６日（月）～１２月１０日 （金） に電話に

てお申し込みください。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）

地区運動教室事業

「65歳以上男性限定　筋肉貯金を始めてみませ
んか？利息はつきませんが」

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

申込方法

申込 ・問

令和４年１月６日 （木）、 ２０日 （木）、

２月３日 （木）、 １７日 （木）、　３月３日 （木）、

１７日 （木）　全６回　いずれも 10 時〜11 時

茅野市中央公民館　３階娯楽談話室

区 ・ 自治会の公民館等で実施している脚腰お

たっしゃ教室より強度がある運動講座

※過去に同講座に参加された方は、 定員に満たない場

　 合のみ参加対象になります。

※作品の損傷には責任を負いかねます。 特に損傷しやす

　　い作品の出品はお控えください。

市内在住の６５歳以上の方

７名 （申込多数の場合は抽選）

無料

１２月 13 日（月）～１２月 15 日 （水） に電話に

てお申し込みください。

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）

みんなのパソコン広場　☆パソコン初級者お助け隊☆

日　時

場　所

内　容

定　員

持ち物

参加費

申込方法

申込 ・問

令和４年１月５日（水）、 19 日（水） １4 時～１7 時

ワークラボ八ヶ岳

ワードエクセルの操作など、 パソコン初級者の

ちょっとしたお困りごとの相談、 サポート

1 人 30 分程度 （1 日６名程度）

使用しているノートパソコン

500 円

１月５日（水）は 12 月７日（火）～ 24 日（金）、

１月19日（水）は12月21日（火）～１月７日（金）

に電話でお申し込みください。

企画課 行革 ・ デジタル係

☎72-2101 （内線 155、 156）

第４０回茅野市高齢者作品展　作品募集

内　容

部　門

出品方法

作品持込

作品返却

申込 ・問

令和４年１月17日（月）～１月21日 （金）に市役所

１ 階ロビーで開催する高齢者作品展の作品募集

絵画、 書、 手工芸、 写真

※サイズ等の規定についてはお問い合わせください。

12月20日（月）～1月7日（金） にお電話でお申

し込みください。

1 月 12 日 （水） ～ 13 日 （木）

令和 4 年 1 月 24 日 （月）

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 335）
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国民年金だより№165

高齢者・保険課　国保年金係　☎72-2101（内線324）

岡谷年金事務所　　☎23-3661

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となります！

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関するＱ＆Ａ

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象

となるのは、令和３年中（令和３年１月１日から令和３年１２月３１日まで）に納めた保険料の全額です。令和３年中に納め

たものであれば、過去の年度分の保険料や追納した保険料も控除の対象となります。

本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を

支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。

このため、日本年金機構から、下記のスケジュールで 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」 が対象者宛てに発送

されますので、お手元に届きましたら大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

国民年金制度は、税法上とても有利なだけでなく、老後はもちろん不慮の事故など、万一のときにも心強い味方となる

制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう！

発送時期 対象者

令和3年11月上旬
令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に

国民年金保険料を納めた方

令和4年2月上旬
令和3年10月1日から令和3年12月31日までの間に

国民年金保険料を納めた方（上記の方を除きます）

Q質問 A回答

社会保険料控除とは何ですか。

社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料（国民年金、国民健康保険、健

康保険、厚生年金保険など）を納めたとき、または、ご家族（配偶者やお子様

等）の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをい

います。ご家族の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身

の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。

控除証明書はどのような人に

発送されるのですか。

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に、国民年金保険料を納

めた方（被保険者本人宛）に発送します。
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